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第３章 物資及び資機材の備蓄、整備 

 

１ 国民保護措置に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

 

(1) 防災のための備蓄との関係 

住民の避難や避難住民等の救援に必要な物資や資機材については、防災に必要

な物資や資機材の備蓄と共通するものが多いことから、国民保護措置に係る住民

の避難や避難住民等の救援に必要な物資や資機材の備蓄と防災に必要な物資や資

機材の備蓄とを原則として相互に兼ねるものとする。 

 

(2) 国民保護措置の実施のために必要な物資及び資機材 

国民保護措置の実施のため特に必要となる化学防護服や放射線測定装置等の資

機材については、国がその整備や整備の促進に努めることとされ、また、安定ヨ

ウ素剤や天然痘ワクチン等の特殊な薬品等のうち国において備蓄・調達体制を整

備することが合理的と考えられるものについては、国において必要に応じて備

蓄・調達体制の整備等を行うこととされており、市としては、国及び県の整備の

状況等も踏まえ、県と連携しつつ対応する。 

 

(3) 物資及び資機材の備蓄、整備 

市長は、自ら実施する国民保護措置に必要な物資及び資機材について、県と連

携し、備蓄、整備するとともに、国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄

とを相互に兼ねることができるよう、防災のための備蓄の品目、備蓄量、備蓄場

所、物資及び資機材の供給要請先等の確実な把握等に努める。 

ア 住民の避難及び避難住民等の救援に必要な物資及び資機材 

食料、飲料水、被服、毛布、医薬品、仮設テント、燃料 など 

イ 国民保護措置のために特に必要な物資及び資機材 

化学防護服、放射性物質等による汚染の拡大を防止するための除染器具  な

ど 

 

 ２ 市が管理する施設及び設備の整備及び点検 

 

    市長は、住民の避難及び避難住民等の救援に必要なその管理に属する施設及び設

備を整備し、又は点検する。 

 

 


